
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

の

完

了

○

一

般

競

争

入

札

の

実

施

警

察

本

部

会

計

課

担

当

課

（

室

）

○

落

札

者

等

の

決

定

〃

目

次

【

公

安

委

員

会

】

○

岡

山

県

道

路

交

通

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

交

通

規

制

課

【

規

則

】

○

岡

山

県

環

境

影

響

評

価

等

に

関

す

る

条

例

施

行

環

境

企

画

課

す

る

規

則

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

正

誤

】

（

県

例

規

集

登

載

）

○

土

砂

災

害

警

戒

区

域

の

指

定

の

正

誤

防

災

砂

防

課

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

の

取

消

し

○

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

医

師

の

指

定

及

び

辞

退

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

産

業

企

画

課

○

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

○

内

水

面

に

お

け

る

第

五

種

共

同

漁

業

の

免

許

を

水

産

課

受

け

た

者

の

定

め

る

遊

漁

規

則

の

変

更

の

認

可

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

落

札

者

等

の

決

定

情

報

政

策

課

○

令

和

元

年

度

職

業

訓

練

指

導

員

試

験

の

実

施

労

働

雇

用

政

策

課

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

届

耕

地

課

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
一
号

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
五
の
項
中
ト
を
リ
と
し
、
ヘ
を
チ
と
し
、
ホ
を
ト
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ

太
陽
電
池
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事
業
（
土
地
の
区
画
形
質

の
変
更
を
行
う
区
域
の
面
積
（
以
下
「
土
地
の
区
画
形
質
変
更
の

面
積

と
い
う

又
は
樹
木
の
伐
採
等
を
行
う
区
域
の
面
積

以

」

。
）

（

下
「
樹
木
の
伐
採
等
の
面
積
」
と
い
う

）
が
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル

。

以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る

）
。

ヘ

太
陽
電
池
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業
（
土
地
の
区
画
形
質

変
更
の
面
積
又
は
樹
木
の
伐
採
等
の
面
積
が
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

上
増
加
す
る
も
の
に
限
る

）
。

「

（

「
」

、「

」

別
表
七
の
項
イ
中

土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
を
行
う
区
域
の
面
積

以
下

を
削
り

面
積

と
い
う

」
を
「
面
積
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
ロ
中
「
電
気
供
給
業
に
属
す
る
発
電
所
で
太
陽
光

。
）

を
電
気
に
変
換
す
る
」
を
「
五
の
項
ホ
及
び
ヘ
に
該
当
す
る
」
に
改
め
、
同
表
十
一
の
項
ハ
及
び
ニ
中

「
を
行
う
区
域
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う

）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と

。

な
る
事
業
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
又
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は
届
出
を
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可

二

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
許

可
三

宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
八
条
の
許
可

四

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

五

岡
山
県
県
土
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
五
条
第
一
項
の
許
可

六

岡
山
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
安
全
な
導
入
を
促
進
す
る
条
例
（
令
和
元
年
岡
山
県
条
例
第
四
十

七
号
）
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
同
条
第
九
項
及
び
同
条
例
附
則
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む

）
の
許
可

。
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
取
り
消
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

取
消
年
月
日

し
も
が
た
薬
局

真
庭
市
下
方
五
八
四

一

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

（

）

。

、

身
体
障
害
者
福
祉
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
を
令
和
元
年
七
月
十
六
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た

ま
た

同
項
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

岡

信

宏

隆

視
覚

医
療
法
人
宏
真
会
お
か
の
ぶ
眼
科

真
庭
市
中
四
四
四

七

－

長

野

仁

心
臓

医
療
法
人
行
堂
会
長
野
病
院

総
社
市
総
社
二

二
二

四
三

－
－

二

指
定
を
辞
退
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

守

屋

有

二

肢
体
不
自
由

吉
備
高
原
医
療
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
七
五
一
一

沖

田

充

司

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
・
直
腸
、
小
腸
、

矢
掛
町
国
民
健
康
保
険
病
院

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
六
九
五

肝
臓

村

岡

孝

幸

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
・
直
腸
、
小
腸

矢
掛
町
国
民
健
康
保
険
病
院

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
六
九
五

寺

井

義

徳

肢
体
不
自
由

村
上
脳
神
経
外
科
内
科

笠
岡
市
大
井
南
二
八

四

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
定

期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
非
自
動
は
か
り
（
計

量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く

、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。

。
）令

和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日

区

域

場

所

期

日

高
梁
市

び
ほ
く
農
協
有
漢
主
幹
支
店

令
和
元
年

一
〇:

三
〇
～

九
月

二
日

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

川
面
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

〃

三
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

宇
治
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

〃

四
日

一
〇:
三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:
〇
〇

や
す
ら
ぎ
の
里
セ
ン
タ
ー
ハ
ウ
ス

〃

五
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

成
羽
文
化
セ
ン
タ
ー

〃

六
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

吉
備
川
上
ふ
れ
あ
い
漫
画
美
術
館

〃

九
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

高
梁
市
役
所
一
階
市
民
ホ
ー
ル

〃

十
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
一
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
二
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇
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二

実
施
機
関

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

井
原
市
美
星
町
三
山
字
東
大
迫
三
二
六
〇
の
三
、
三
二
六
一
の
四
八
、
三
二
六
一
の
四
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

農
道
用
地
と
す
る
た
め
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
内
水
面
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
の
免
許
を
受
け
た
者
の
定
め
る
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可

し
た
。令

和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名

称

加
茂
郷
漁
業
協
同
組
合

２

所
在
地

津
山
市
加
茂
町
桑
原
五
五

二

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
四
号

三

認
可
に
係
る
変
更
の
内
容

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課
及
び
津
山
市
役

「

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

四

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

令
和
元
年
七
月
二
日

一

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名

称

久
田
川
漁
業
協
同
組
合

２

所
在
地

苫
田
郡
鏡
野
町
井
坂
四
五

二

－

二

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
五
号

三

認
可
に
係
る
変
更
の
内
容

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課
及
び
鏡
野
町
役

「

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

四

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

令
和
元
年
七
月
二
日
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一

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名

称

旭
川
中
央
漁
業
協
同
組
合

２

所
在
地

真
庭
市
勝
山
八
一
三

一

－

二

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
八
号

三

認
可
に
係
る
変
更
の
内
容

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課
並
び
に
真
庭
市

「

役
所
並
び
に
新
庄
村
、
美
咲
町
及
び
吉
備
中
央
町
の
各
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

四

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

令
和
二
年
一
月
一
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

市
場
青
木
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

小
田
郡
矢
掛
町
東
三
成
字
土
井
四
〇
二
五
番
地

新

六
六
・
四

先
か
ら

六
・
五
～

小
田
郡
矢
掛
町
東
三
成
字
土
井
四
〇
四
〇
番
一

一
二
・
〇

六
地
先
ま
で

小
田
郡
矢
掛
町
東
三
成
字
土
井
四
〇
二
五
番
地

旧

六
六
・
四

先
か
ら

二
・
四
～

小
田
郡
矢
掛
町
東
三
成
字
土
井
四
〇
四
〇
番
一

八
・
三

六
地
先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

市
場
青
木
線

小
田
郡
矢
掛
町
東
三
成
字
土
井
四
〇
二
五
番
地
先
か

令
和
元
年
七

ら

月
二
十
六
日

小
田
郡
矢
掛
町
東
三
成
字
土
井
四
〇
四
〇
番
一
六
地

先
ま
で
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〔
二
八
七
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名
及
び
数
量

岡
山
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
光
線
路
監
視
シ
ス
テ
ム
更
新
に
係
る
賃
貸
借
業
務

一
式

二

契
約
期
間

令
和
元
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
県
民
生
活
部
情
報
政
策
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

落
札
者
を
決
定
し
た
日

四

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｔ
Ｔ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社

中
国
支
店

岡
山
市
北
区
奉
還
町
三
丁
目
二
二
番
一
○
号

六

落
札
金
額

一
月
当
た
り
八
一
九
、
七
二
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
六
〇
、
七
二
〇
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
元
年
五
月
十
日
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〔
二
八
八
〕
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
。

、

（

「

」

。
）

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
元
年
度
職
業
訓
練
指
導
員
試
験

以
下

試
験

と
い
う

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
を
実
施
す
る
免
許
職
種

１

学
科
試
験
を
実
施
す
る
免
許
職
種

造
園
科
、
木
工
科
、
配
管
科
及
び
塗
装
科

２

学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法
（
職
業
訓
練
原
理
、
教
科
指
導
法
、
訓
練
生
の
心
理
、
生
活
指
導

及
び
職
業
訓
練
関
係
法
規
か
ら
な
る
科
目
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
み
を
実
施
す
る
免
許
職
種

。

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
規
則
」

と
い
う

）
別
表
第
十
一
の
免
許
職
種
の
欄
に
掲
げ
る
職
種
の
う
ち
、
造
園
科
、
木
工
科
、
配
管

。

科
及
び
塗
装
科
を
除
い
た
も
の

二

試
験
科
目

試
験
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

免
許
職
種

学
科
試
験
の
科
目

造
園
科

一

指
導
方
法

二

関
連
学
科

１

系
基
礎
学
科

⑴

植
物
（
植
物
学

植
物
病
理
学

農
薬
）

⑵

土
及
び
肥
料
（
土

肥
料
）

⑶

農
業
機
械
及
び
施
設
（
農
業
機
械

農
業
施
設

器
工
具
）

⑷

安
全
衛
生
（
安
全
管
理

衛
生
管
理
）

２

専
攻
学
科

⑴

造
園
法
（
庭
園

造
園
計
画
及
び
設
計

造
園
工
事
法

造
園
管
理

造

園
機
械

仕
様
及
び
積
算
）

⑵

材
料
（
造
園
植
物

造
園
用
材
料
）
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木
工
科

一

指
導
方
法

二

関
連
学
科

１

系
基
礎
学
科

⑴

製
図
（
現
図
画
法

読
図
法
）

⑵

木
材
加
工
法
（
木
材
乾
燥
法

木
材
加
工
用
機
械

木
材
加
工
法
）

⑶

安
全
衛
生
（
安
全
管
理

衛
生
管
理
）

２

専
攻
学
科

⑴

工
作
法
（
木
製
品

工
作
法

組
立
法

仕
上
法

加
飾
法

木
材
加
工

用
機
械

仕
様
及
び
積
算
）

⑵

塗
装
法
（
塗
装
機
器

塗
装
法
）

⑶

材
料
（
木
工
用
材
料

接
着
剤

仕
上
用
材
料
）

配
管
科

一

指
導
方
法

二

関
連
学
科

１

系
基
礎
学
科

⑴

建
築
工
学
（
建
築
設
備

配
管
設
備

建
築
構
造

建
築
施
工
）

⑵

安
全
衛
生
（
安
全
管
理

衛
生
管
理
）

２

専
攻
学
科

⑴

配
管
設
備
（
上
下
水
道
設
備

ガ
ス
設
備

冷
暖
房
設
備

空
気
調
節
設

備
）

⑵

配
管
製
図
（
読
図
法

配
管
図
）

⑶

施
工
法
（
管
工
作
法

配
管
施
工

試
験
測
定
法

配
管
用
材
料

仕
様

及
び
積
算
）

塗
装
科

一

指
導
方
法

二

関
連
学
科

１

系
基
礎
学
科

⑴

デ
ザ
イ
ン
（
文
字

構
成

色
彩

模
様
）

⑵

塗
装
一
般
（
塗
料

調
色

塗
装
用
設
備
及
び
機
器

関
係
法
規
）

⑶

安
全
衛
生
（
安
全
管
理

衛
生
管
理
）
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２

専
攻
学
科

塗
装
法
（
金
属
製
品
塗
装
法

木
工
製
品
塗
装
法

建
築
物
塗
装
法

試
験

法

材
料

仕
様
及
び
積
算
）

一
２
の
免

指
導
方
法

許
職
種

三

受
験
資
格

１

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者

⑵

規
則
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
者

２

１
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑴

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

⑵

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

⑶

法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
し
を
受
け
、
当
該
取
消

し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四

試
験
の
免
除

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。⑴

規
則
第
四
十
六
条
の
表
の
上
欄
に
該
当
す
る
者

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験

⑵

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令

第
百
四
十
一
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
者

学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科

五

試
験
の
日
時

１

一
１
の
免
許
職
種
に
係
る
も
の

⑴

指
導
方
法

令
和
元
年
十
月
四
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
正
午
ま
で

⑵

関
連
学
科

令
和
元
年
十
月
四
日
（
金
曜
日
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

２

一
２
の
免
許
職
種
に
係
る
も
の

令
和
元
年
十
月
四
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
正
午
ま
で
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六

試
験
場
所

岡
山
県
庁
分
庁
舎
共
用
会
議
室
一
〇
一
（
岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号
）

七

受
験
申
請
手
続

１

申
請
書
類

⑴

受
験
申
請
書

⑵

履
歴
書

⑶

写
真
二
枚
（
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
上
半
身
、
正
面
、
無
帽
、
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

、

。

、

、

。
）

ル

横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の

な
お

写
真
の
裏
面
に
は

氏
名
を
記
入
す
る
こ
と

⑷

受
験
資
格
を
証
明
す
る
書
類

⑸

試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類

２

申
請
書
類
の
提
出
先

郵
便
番
号

七
〇
〇

八
五
七
〇

－

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課

３

申
請
書
類
の
受
付
期
間

持
参
の
場
合
は
、
令
和
元
年
八
月
十
九
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
九
月
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で

の
期
間
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く

）
中
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
、

。

受
け
付
け
る
。
な
お
、
郵
送
の
場
合
は
簡
易
書
留
に
よ
る
こ
と
と
し
、
同
月
六
日
の
消
印
が
あ
る

も
の
ま
で
受
け
付
け
る
。

４

受
験
手
数
料

受
験
手
数
料
と
し
て
三
千
百
円
相
当
額
の
岡
山
県
収
入
証
紙
を
受
験
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ

と
。

八

合
否
判
定
の
基
準

１

学
科
試
験
の
指
導
方
法
並
び
に
関
連
学
科
の
系
基
礎
学
科
及
び
専
攻
学
科
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
り
、
か
つ
、
学
科
試
験
の
関
連
学
科
の
系
基
礎
学
科
及
び
専
攻
学

科
の
科
目
の
全
て
に
つ
い
て
満
点
の
五
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
は
、
合
格
と
す
る
。

２

学
科
試
験
の
指
導
方
法
に
つ
い
て
満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
（
１
の
場
合
を
除

く

）
は
、
当
該
指
導
方
法
に
限
り
合
格
と
す
る
。

。

３

学
科
試
験
の
関
連
学
科
の
系
基
礎
学
科
又
は
専
攻
学
科
に
つ
い
て
満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が

あ
り
、
か
つ
、
当
該
学
科
の
科
目
の
全
て
に
つ
い
て
満
点
の
五
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
（
１
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の
場
合
を
除
く

）
は
、
当
該
学
科
に
限
り
合
格
と
す
る
。

。

九

合
格
発
表
の
方
法

令
和
元
年
十
月
十
八
日
（
金
曜
日
）
に
岡
山
県
産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
4
7
/

）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、

合
格
者
に
は
書
面
で
通
知
す
る
。

十

そ
の
他

１

受
験
申
請
書
は
、
岡
山
県
産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課
に
お
い
て
交
付
す
る
。
な
お
、
受
験

申
請
書
の
郵
送
を
希
望
す
る
者
は
、
宛
先
を
明
記
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
り
付
け
た
返
信

用
封
筒
（
角
形
二
号
）
を
同
封
の
上
、
申
し
込
む
こ
と
。

－

２

こ
の
試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
岡
山
県
産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課
（
電
話
〇
八
六

二
二
六

七
三
八
七
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

－
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〔
二
八
九
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

児
島
湾
七
区
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員

退
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

事
の
別

髙
原

克
夫

玉
野
市
八
浜
町
大
崎
一
〇
一
〇

理

事
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〔
二
九
〇
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

柵
原
町
土
地
改
良
区

二

退
任
及
び
就
任
役
員

退
任
役
員

就
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

氏

名

事
の
別

寒
竹

壽

久
米
郡
美
咲
町
藤
田
上
八
三
五

理

事

妹
尾

知
興

〃

〃

吉
ヶ
原
五
一
七

〃

谷
本

幸
雄

〃

〃

上
間
一
八
〇

〃

滝
元

三
郎

滝
元

三
郎

〃

〃

飯
岡
二
六
〇

〃

山
本

富
夫

山
本

富
夫

〃

〃

〃

一
二
二
七

一

〃

－

直
原

功

〃

〃

大
戸
上
二
〇

〃

小
谷

金
榮

小
谷

金
榮

〃

〃

安
井
八
六
九

〃

山
本

恒
治

山
本

恒
治

〃

〃

書
副
六
七
〇

〃

林
田

輝
義

〃

〃

吉
ヶ
原
五
〇
五

〃

樫
本

輝
美

〃

〃

大
戸
下
六
一
五

一

〃
－

赤
堀

新
一

〃

〃

吉
留
二
二
八

〃

中
西

学

〃

〃

連
石
一
〇
六
八

一

〃

－

中
原

繁
喜

〃

〃

塚
角
一
七
七
四

監

事

田
口

昌
司

〃

〃

重
藤
一
二
一

〃

藤
井

敏
明

〃

〃

塚
角
七
五
六

〃

村
上

重
夫

〃

〃

藤
田
上
一
三
〇
二

〃
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〔
二
九
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
拾
ノ
割
六
二
四

二
九
、
六
二
四

三
一
、
六
二
四

三
二

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
二
五
四

一
グ
リ
ー
ン
ノ
ー
ト
Ｂ
棟
二
〇
三
号
室

－

古
泉

圭
一

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
四
七
号
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二
九
二

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

〔
〕

、

。

札
を
実
施
す
る

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調
達
内
容

(
1
)
借
入
件
名
及
び
数
量

岡
山
県
警
察
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
端
末

8
4
0
式

(
2
)
借
入
物
件
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
端
末
借
入
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
）
。

に
よ
る
。

(
3
)
借
入
期
間

令
和
２
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
２
月
2
8
日
ま
で

(
4
)
借
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

(
5
)
入
札
方
法

入
札
金
額
は
，
全
て
の
借
入
物
件
の
本
体
価
格
の
ほ
か
，
輸
送
費
及
び
入
札
説
明
書
等
に
記
載

す
る
作
業
等
に
要
す
る
一
切
の
諸
経
費
を
含
め
た
額
と
し
，
１
月
当
た
り
の
単
価
（
本
件
借
入
れ

に
係
る
物
件
を
５
年
間
借
り
受
け
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た
リ
ー
ス
料
総
額
の
6
0
分
の
１
に
相
当

す
る
額
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
，
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
，
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額

に
当
該
金
額
の
1
0
0
分
の
1
0
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る

。

の
で
，
入
札
者
は
，
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ

る
か
を
問
わ
ず
，
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
1
1
0
分
の
1
0
0
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す

る
こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

(
1
)
令
和
元
年
度
に
県
が
発
注
す
る
物
品
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
3
7
2
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
平
成
3
1
年
岡
山
県
告
示
第
3
0
号
（
物

品
の
売
買
，
修
理
等
の
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
，
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
。
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以
下
「
資
格
告
示
」
と
い
う
）
に
定
め
る
資
格
を
い
う
）
を
得
て
い
る
者
で
，
格
付
区
分
が

。
。

Ａ
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(
2
)
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
2
2
年
政
令
第
1
6
号
）
第
1
6
7
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

(
3
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
，
物
品
の
売
買
，
修
理
等
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
者
の
資
格
審
査
要
領
（
平
成
1
9
年
岡
山
県
告

示
第
3
0
6
号
）
の
規
定
に
よ
る
入
札
参
加
の
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
4
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
，
物
品
の
売
買
，
修
理
等
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
除
外
等
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
除
外
の
措
置
を

受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
5
)
民
事
再
生
法
（
平
成
1
1
年
法
律
第
2
2
5
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て

い
る
者
又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
1
4
年
法
律
第
1
5
4
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が

な
さ
れ
て
い
る
者
（
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
）
で
な
い
こ
と
。

。

(
6
)
納
入
す
る
機
器
に
つ
い
て
，
岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課
長
の
確
認
を
受
け
た
者
で

あ
る
こ
と
。

３
競
争
入
札
参
加
資
格
の
申
請
手
続

こ
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
で
，
２
(
1
)
の
資
格
を
得
て
い
な
い
も
の
は
，
資

格
告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

(
1
)
申
請
書
の
入
手
先
，
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
２
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
5
3
8

(
2
)
申
請
書
の
提
出
期
限

令
和
元
年
９
月
９
日
（
月
）

午
後
４
時

４
入
札
書
の
提
出
場
所
等

(
1
)
入
札
書
の
提
出
場
所
，
契
約
条
項
を
示
す
場
所
，
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先〒
7
0
0
－
8
5
1
2
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
契
約
担
当
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電
話
（
0
8
6
）
2
3
4
－
0
1
1
0
内
線
2
2
1
6

(
2
)
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
方
法

ア
交
付
期
間

令
和
元
年
７
月
2
6
日
（
金
）
か
ら
同
年
９
月
９
日
（
月
）
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る

条
例
（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
）
。

イ
交
付
方
法

(
1
)
の
場
所
に
て
交
付
す
る
。

ま
た
，
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
，
交
付
に
必
要
な
期
間
を
十
分
に
考
慮
し
，

，
。

，
返
信
用
封
筒
及
び
返
信
に
必
要
な
切
手
等
を
同
封
し

(
1
)
の
場
所
に
請
求
す
る
こ
と

な
お

交
付
す
る
入
札
説
明
書
等
は
，
縦
2
9
7
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
，
横
2
1
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
，
重
さ
1
6
0
グ

ラ
ム
で
あ
る
の
で
，
注
意
す
る
こ
と
。

(
3
)
入
札
書
の
受
領
期
限

令
和
元
年
９
月
1
8
日
（
水
）

午
後
４
時

(
4
)
開
札
の
日
時
及
び
場
所

令
和
元
年
９
月
1
9
日
（
木
）

午
前
1
1
時

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
分
室
（
岡
山
県
庁
地
下
１
階
）

５
そ
の
他

(
1
)
入
札
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

(
2
)
入
札
保
証
金

（
）

。
岡
山
県
財
務
規
則
昭
和
6
1
年
岡
山
県
規
則
第
８
号
第
1
3
1
条
及
び
第
1
3
3
条
の
規
定
に
よ
る

(
3
)
契
約
保
証
金

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
5
3
条
及
び
第
1
5
5
条
の
規
定
に
よ
る
。

(
4
)
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
，
入
札
書
を
受
領
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
と
と

も
に
，
入
札
説
明
書
に
示
す
書
類
を
作
成
し
，
令
和
元
年
９
月
９
日
（
月
）
午
後
４
時
ま
で
に
，

入
札
説
明
書
で
示
す
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
，
入
札
参
加
希
望
者
は
，
契
約
担
当
者
か
ら
提
出
し
た
書
類
等
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ

た
場
合
に
は
，
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(
5
)
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
，
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義

務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
そ
の
他
岡
山
県
財
務
規
則
第
1
4
0
条
各
号
に
掲
げ
る
入
札

に
係
る
入
札
書
は
，
無
効
と
す
る
。

(
6
)
契
約
書
作
成
の
要
否

要

(
7
)
落
札
者
の
決
定
方
法

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
3
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

(
8
)
そ
の
他

詳
細
は
，
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

６
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)
N
a
m
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
t
o
b
e
l
e
a
s
e
d
:

P
e
r
s
o
n
a
l
C
o
m
p
u
t
e
r
8
4
0
s
e
t

(
2
)
L
e
a
s
e
p
e
r
i
o
d
:

F
r
o
m
１
M
a
r
c
h
,
2
0
2
0
t
h
r
o
u
g
h
2
8
F
e
b
r
u
a
r
y
,
2
0
2
5

(
3
)
D
e
l
i
v
e
r
y
p
l
a
c
e
:

S
p
e
c
i
f
i
e
d
i
n
t
h
e
b
i
d
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
f
o
r
m

(
4
)
T
i
m
e
l
i
m
i
t
f
o
r
t
e
n
d
e
r
:

４
:
0
0
P
.
M
.
1
8
S
e
p
t
e
m
b
e
r
,
2
0
1
9

(
5
)
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e
:

F
i
n
a
n
c
e
S
e
c
t
i
o
n
,
O
k
a
y
a
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
P
o
l
i
c
e
H
e
a
d
q
u
a
r
t
e
r
s

２
－
４
－
６
U
c
h
i
s
a
n
g
e
,
K
i
t
a
－
k
u
,
O
k
a
y
a
m
a
－
s
h
i
,
O
k
a
y
a
m
a
－
k
e
n
,
7
0
0
－
8
5
1
2
,

J
a
p
a
n

T
e
l
e
p
h
o
n
e
:
0
8
6
－
2
3
4
－
0
1
1
0
,
E
x
t
.
2
2
1
6
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〔
二
九
三
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

借
入
件
名
及
び
数
量

警
察
電
話
用
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

二
二
九
式

二

借
入
期
間

令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
装
備
課

岡
山
市
中
区
小
橋
町
一
丁
目
一
番
二
五
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
元
年
七
月
四
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

六

落
札
金
額

一
月
当
た
り
九
六
八
、
〇
〇
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
八
八
、
〇
〇
〇
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
元
年
五
月
十
七
日
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
二
十
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
二

主
要
地
方
道
岡
山
港

イ

岡
山
市
南
区
築
港
元
町
三
番
八
二
地
先
か
ら
岡
山
市

線

北
区
十
日
市
中
町
三
八
番
一
地
先
に
至
る
間

ロ

岡
山
市
南
区
海
岸
通
一
丁
目
一
番
二
地
先
か
ら
岡
山

市
南
区
海
岸
通
二
丁
目
二
番
四
四
地
先
に
至
る
間

別
表
第
二
の
二
十
三
の
項
ハ
中
「
岡
山
市
南
区
海
岸
通
一
丁
目
一
番
二
」
を
「
岡
山
市
南
区
築
港
元

町
五
番
七
四
」
に
改
め
、
同
項
ニ
を
削
る
。

別
表
第
二
の
二
十
五
の
二
の
項
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

岡
山
市
北
区
三
和
一
三
一
九
番
九
地
先
か
ら
岡
山
市

北
区
日
応
寺
一
六
〇
三
番
一
地
先
に
至
る
間

別
表
第
二
の
四
十
五
の
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
十
五
の
七

岡
山
市
道
北
長

イ

岡
山
市
北
区
野
田
四
丁
目
一
五
番
一
二
四
地
先
か
ら

瀬
表
町
野
田
線

岡
山
市
北
区
野
田
四
丁
目
一
五
番
一
二
四
地
先
に
至
る

間
ロ

岡
山
市
北
区
今
一
丁
目
一
番
一
〇
八
地
先
か
ら
岡
山

市
北
区
北
長
瀬
表
町
一
丁
目
四
七
番
一
八
地
先
に
至
る

間
ハ

岡
山
市
北
区
北
長
瀬
表
町
一
丁
目
四
七
番
一
八
地
先
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か
ら
岡
山
市
北
区
野
田
四
丁
目
六
一
一
番
一
六
地
先
に

至
る
間

ニ

岡
山
市
北
区
野
田
四
丁
目
六
一
一
番
一
六
地
先
か
ら

岡
山
市
北
区
野
田
四
丁
目
一
五
二
番
二
四
地
先
に
至
る

間

別
表
第
二
の
四
十
五
の
八
の
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

四
十
五
の
九

岡
山
市
道
倉
田

岡
山
市
中
区
倉
田
五
二
六
番
一
地
先
か
ら
岡
山
市
中
区
倉

倉
益
三
号
線

田
五
一
三
番
四
地
先
に
至
る
間

四
十
五
の
十

岡
山
市
道
倉
田

岡
山
市
中
区
倉
田
五
三
六
番
二
地
先
か
ら
岡
山
市
中
区
倉

平
井
一
号
線

田
五
四
三
番
二
〇
地
先
に
至
る
間

四
十
五
の
十
一

岡
山
市
道
倉

岡
山
市
中
区
倉
田
五
二
五
番
三
地
先
か
ら
岡
山
市
中
区
倉

田
沖
元
一
号
線

田
五
一
五
番
地
先
に
至
る
間

四
十
五
の
十
二

岡
山
市
道
倉

岡
山
市
中
区
倉
田
五
三
六
番
一
地
先
か
ら
岡
山
市
中
区
倉

田
平
井
二
号
線

田
五
三
五
番
七
地
先
に
至
る
間

別
表
第
二
の
五
十
八
の
二
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

五
十
八
の
二
の
二

玉
野
市
道

玉
野
市
築
港
一
丁
目
七
四
二
〇
番
二
地
先
か
ら
玉
野
市
築

宇
野
駅
前
二
号
線

港
一
丁
目
七
四
二
〇
番
四
地
先
に
至
る
間

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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〔
一
〇
〕
平
成
二
十
年
二
月
十
九
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
八
十
二
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指

定
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
段
・
行

誤

正

八
七
・
上
・
六

二
一
五
Ｄ
尾
谷
〇
〇
一

二
一
五
Ｄ
尾
谷
〇
一
六
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